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春日井
建設業・自動車運転業に従事する方や
医師に時間外労働の上限規制が適用されます！

会員のひろば
プリンセス破天荒｢姫-HIME-｣

春日井商工会議所入会のご案内
～あなたの「やりたい！」「知りたい！」にお応えします～
□ 資金繰りなど経営について気軽に相談したい
□ 社員のスキルアップのための研修をうけたい
□ 新たに取引できる会社を見つけたい
□ 同じ悩みを持つ経営者、異業種の経営者と
交流したい等、お気軽にご相談ください！

問合せ　運営課

公式SNS登録キャンペーン中！
今なら友達追加・フォローにて抽選でノベルティプレゼント！

Facebook

春日井商工会議所公式SNS

会議所事業、補助金・助成金、お役立ち情報を発信中！

問 合 せ　経営支援課

定価　一部110円（税込）
（会員は会費に含まれます）

無
料
専
門
相
談

毎週水曜日

（要予約）

（要予約）

金融（日本公庫担当者）

金融（保証協会担当者）

経営（中小企業診断士）

税務（税理士）

補助金活用（中小企業診断士）

春日井そだち（古紙回収）
事業系古紙無料で回収します!
3月8日(金)・22日(金)

午前中に回収拠点にお持ちください

２５日

（要予約）
毎週金曜日

10：00～12：00

13：30～16：00

13：30～16：00

13：00～16：00

時 間相談（相談員）

その他相談（労務・事業承継・特許・登記・法律・海外販路開拓（オンライン）等）もお問合せください。（随時要予約）

3月行事予定表

金利 (1.20%・2/1現在)
上限 2,000万円
ぜひご利用ください

マル経融資制度

一切不要保証人 担保 保証料

事業承継
現経営者から後継者への
事業のバトンタッチ

後継者はお決まりですか？
ご相談はお早めに ！

１８日

１１日

9：30～12：00・13：30～16：00

４月

1日・5日・11日

21日

14日

3 月

日 曜日 内容
KASUGAI産学交流プラザ講演会
ビジネスプラン発表会
決算申告指導会
就職フェア
新会員交流会（過去参加者限定）
正副会頭会議
決算申告指導会
KASUGAI産学交流プラザ視察見学会
動画制作セミナー
ワンランク上を目指す！若手社員のためのビジネススキル向上セミナー
通常議員総会
建設・不動産業部会正副部会長会
税制改正・中小企業支援施策説明会
春日井市からの要望書回答
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健康パスポート有効期限迫る！
　毎年、フレッシュ共済・福祉共済の加入者を対象に配布
している「健康パスポート」の有効期限が迫っています。
　期限内にご利用ください。
●有効期限　３月３１日まで

運営課 利用施設一覧問 合 せ

令和６年度の税制改正速報です。商工会議所の要望が数多く実現しています。

Ⅰ．円滑な経営承継・事業継続に資する税制　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　１．事業承継税制（特例措置）における特例承継計画の提出期限の延長（２年）　
　２．経営資源集約化税制（中小企業事業再編投資損失準備金）の延長（３年）・拡充
　　・Ｍ＆Ａ実施後のリスクに備えるため、投資額の一定額を損金算入できる措置が３年延長

Ⅱ．中小企業の自己変革への挑戦を後押しする税制
　１．中小企業向け賃上げ促進税制の延長（３年）・拡充（繰越控除５年の創設）
　　・特例措置を３年延長するとともに、繰越控除措置（５年）を創設
　　・教育訓練費上乗せ措置の要件緩和
　　・仕事と子育て両立支援に取り組む企業への上乗せ措置創設

　２．中堅企業向け賃上げ促進税制の創設　新設
　　・賃上げ促進税制の中に、従業員２，０００人以下を対象とする中堅企業枠を創設
　　・継続雇用者の給与総額増加率＋３％以上で税額控除１０％（＋４％以上で税額控除２５％）
　３．交際費課税特例の延長（３年）・拡充（飲食費上限の引き上げ（１万円））
　　・交際費を８００万円まで全額損金算入できる中小企業向けの特例措置が３年延長
　　・交際費から除外される飲食費（１回１人当たり）の上限５，０００円が倍額の１万円に引上げ
　４．少額減価償却資産の損金算入特例の延長（２年）
　　・３０万円未満の減価償却資産を取得した場合、年間３００万円まで即時償却できる期間が２年延長
　５．商業地等に係る固定資産税の負担調整措置・条例減額制度の延長（３年）
　　・地価の急激変動に伴う影響緩和措置、地方自治体の条例で上昇抑制できる制度が３年延長
　６．イノベーション拠点税制（イノベーションボックス税制）の創設　新設
　　・知的財産権から生じる所得への減額措置制度を創設　所得控除率３０％、措置期間７年
　　２０２５年４月１日施行
　７．地域未来投資促進税制の拡充
　　・地域波及効果が見込まれる中堅企業の設備投資促進のため中堅企業枠創設　税額控除率最大６％
　８．地方拠点強化税制の延長（２年）・拡充
　　・本社機能の地方移転や地方における拠点強化をする事業者に対する減税措置が２年延長
　　・税制の対象となる施設を拡充（オフィス内に整備する保育施設等）

Ⅲ．その他税制
　１．大企業の減資等による“外形標準課税逃れ”に対する措置　　
　２．所得税・住民税の定額減税
　　・２０２４年６月以降の源泉徴収・特別徴収等により、１人につき所得税３万円、個人住民税１万円の減税
　３．防衛力強化に向けた財源確保
　　・防衛費の増税（法人税・所得税・たばこ税）について、２０２５年の増税は見送り

　※３月１８日（月）１３：３０～　当所大会議室にて説明会を開催します。

令和６年度 税制改正のポイント

   「サプライチェーン全体での ＣＯ２ 削減を」と言われても、「何から取り組めばいい？」と悩んでいませんか？
ゼロカーボン経営のヒントにつながる入門セミナーから、役立つ取組みや補助金についてお話しします。

４月１９日（金）１４：００～１６：００　
商工会議所　１階　大会議室（ＷＥＢ参加も可）　
会員または市内事業者　
ゼロカーボン入門セミナー　　　　　講師：（株）ふるサポ　中島達朗氏
国の各種補助事業の紹介　　　　　　講師：環境省中部地方環境事務所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 地域脱炭素創生室
県の取組みと各種補助事業の紹介　講師：愛知県環境局地球温暖化対策課　
５０名（会場）　
無料
４月１０日
右記ＱＲより申込み
事業推進課または春日井市環境政策課　ＴＥＬ　８５－６２１６　

日 　 　 時
場 所
対 象
内 容

定 員
参 加 費
締 切
申 込 み
問 合 せ

ゼロカーボンセミナー
企業の社会的責任『ゼロカーボン経営を始めるコツ教えます』

　毎年、皆様から「市内商工業の発展・まちづくり」に資するご意見・ご要望をとりまとめ、春日井市・愛知県・
日本商工会議所等に提出しております。
　ご意見・ご要望等ごさいましたら下記ＱＲから、ご回答をお願いいたします。

右記ＱＲからご意見をご入力ください
４月１０日
運営課

回 答 方 法
締 切
問 合 せ

春日井市や愛知県等へのご意見・ご要望を募集します

令和５年度は皆様から頂いた要望の中から、１８件の要望を国と春日井市に提出しました！

基本
繰越控除措置
上乗せ（賃上げ）
上乗せ（教育訓練費）

上乗せ（両立支援等）

要件
給与総額増加率＋１．５％以上

控除率（最大４５％）
給与増加額×１５％

繰越期間５年　（新設）
対前年度＋２．５％以上
対前年度＋５％以上　（緩和）

＋１５％
＋１０％

「くるみん」または「えるぼし２段階目」の認定を受けた企業は
＋５％上乗せ

税制改正
特設サイト

速報
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事務局からのお知らせ

◆会員PRコーナー募集 ●1階喫茶コーナー入居者募集
当所1階喫茶コーナー「さろんまるすぎ」が
3月末にて退店するに伴い、後継テナントを募集します。

設置期間:３ヵ月又は６ヵ月
設置場所:商工会館 1階 入口
サ  イ  ズ:A４サイズまで
広  告  物:会社案内、商品紹介、催し物案内など
料　　金:１種類 ３ヵ月１，６５０円　６ヵ月３，３００円（税込）

賃 料 他:

営業時間:

形　　態:
申 込 み:

賃　料２０，０００円（税別）
共益費１２，３８０円（税別）
水道光熱費実費負担
平日のみ８：３０～２１：００
の間で要相談
喫茶（既存設備にて対応の範囲）
３月１４日までに下記ＱＲよ
り申込み。多数の
場合は審査の上
決定します。

運営課問 合 せ

　当所では、会員事業所に長年勤務され、業務に精励し、他の模範となる従業員の方々の労をねぎらい、
功績を称える機会として表彰しています。頑張っている従業員のモチベーション、雇用定着に優良従業
員表彰をご活用ください。

優良従業員表彰　推薦者募集！
従業員への感謝とモチベーションアップに活用しませんか？

Chat GPTで新時代のビジネスへの備えと、業務効率化の鍵を手に入れよう！
中小・小規模事業者のための生成ＡＩ活用講座～初級編～

＜発明考案の部＞　発明・考案などに功績のあった方
＜永年勤続の部＞　１０年・２０年・３０年以上勤務した方
　　　　　　　　　（基準日：令和６年４月１日）
無料
表彰状の贈呈
※会議所窓口にて配布
※当所ＨＰにて表彰者を掲載（希望者のみ）
当所ＨＰ（右記ＱＲ）より推薦用紙をダウンロードし、ＦＡＸにて申込み
３月２９日
運営課

資 格

費 用
表 彰 方 法

申 込 み
締 切
問 合 せ

＜発明考案の部＞＜永年勤続の部＞

４月１１日（木）１３：３０～１６：３０
商工会議所　１階　大会議室
①生成ＡＩの種類と動向　②売上ＵＰのための生成ＡＩ
③業務効率化のための生成ＡＩ　　他
５０名（定員になり次第締切）
４月５日
ＣｈａｔＧＰＴのアカウントをお持ちの方推奨　※必須ではございません
右記ＱＲより申込み
デジタル推進課

日 時
場 所
内 　 　 容

定 　 　 員
締 切
そ の 他
申 込 み
問 合 せ

　ＣｈａｔＧＰＴをはじめとして、現在も様々な生成ＡＩが登場し進化を続けています。生成ＡＩは便利だ
と聞くものの、実際はどのように業務に活用すると良いのか、迷う事も多いのではないでしょうか？
　今回は、生成ＡＩを活用した売上ＵＰ方法や、業務効率化等ビジネスに活かす方法を学び、中小・小規
模事業者の人手不足にも役立つ実践に即したセミナーを開催します。

【講師】
宿澤経営情報事務所
代表　宿澤 直正 氏
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　令和６年４月１日以降、各種検定試験受験料等が以下の通り改定されます。

令和6年度　検定試験情報

各種検定試験受験料等改定について

◆日本商工会議所検定
検 定 名 試 験 日 申込受付期間回

珠算検定
１～３級

①【統一試験】
　ペーパー試験
　１～３級

リテール
マーケティング検定
【ネット試験】１～３級

２３１回

２３２回

２３３回

１６７回

１６８回

１６９回

６月２３日（日）

１０月２７日（日）

令和７年２月９日（日）

６月9日（日）

１１月１7日（日）

令和７年２月２３日（日）
※２・３級のみ

５月７日（火）～５月２２日（水）

９月９日（月）～９月２５日（水）

１２月１６日（月）～令和７年１月８日（水）

４月２２日（月）～５月１０日（金）

９月３０日（月）～１０月１８日（金）

令和７年１月６日（月）～１月２４日（金）

②【ネット試験１】
　２・３級

③【団体試験】
　２・３級

簿  

記  

検  

定
★各地のテストセンターで、専用のパソコンを使用して
　受験します。
★ ）りあ間期止停験受（。すで能可時随はみ込申お

★各地のテストセンターで、専用のパソコンを使用して
　受験します。
★ ）りあ間期止停験受（。すで能可時随はみ込申お

★教育機関や企業等を対象に、実施します。
　諸条件がございますので、お問い合わせください。

選べる受験方式！ ※一部試験を除く

統一試験
ペーパー試験
会場：春日井商工会議所

ネット試験１
（CBT）

テストセンターで、
専用のＰＣを使用して受験

ネット試験２
（IBT）

自宅や職場で、受験者の
ＰＣを使用して受験

団体試験
企業・学校を
対象に実施

検 定 名

珠算検定

簿記検定

リテール
マーケティング検定

１ 級 ２ 級 ３ 級
改 定 前
改 定 後
改 定 前
改 定 後
改 定 前
改 定 後

２，３４０円
２，８００円
７，８５０円
８，８００円
７，８５０円
８，８００円

１，７３０円
２，０００円
４，７２０円
５，５００円
５，７７０円
６，６００円

１，５３０円
１，８００円
２，８５０円
３，３００円
４，２００円
４，４００円

簿記検定
ネット申込
受付手数料

改 定 前
改 定 後

６３０円
６６０円

運営課問  合  せ

こんなときは、労働保険事務組合へご加入いただくことで
・雇用保険の資格取得・喪失・離職票の作成について事務代行を組合が行います
・会社役員、個人事業主や家族従事者も特別に労災保険に加入できます
・保険料の申告・納付は組合が行います　保険料は３回に分けて支払えます

　事業主や役員等で労災保険に特別加入している方は、年に１度だけ登録している「給付基礎日額」を変更
することができます。令和６年４月１日から金額の変更を希望される方は、３月１５日までに電話又は窓口に
て担当までご連絡ください。
※４月１日を過ぎた場合でも、特例として当所の年度更新処理が終了するまでであれば（７月上旬）日額の変更は可
能ですが、この間に労災事故が起きた場合には変更前の日額で継続されることとなりますので、ご注意ください。

　当所では、労働者を１人以上雇っている事業所に加入義務のある労働保険（雇用保険・労災保険）の手続
き代行と、任意加入である建設業の一人親方のための労災保険特別加入手続き代行を行っています。お気
軽にお問い合わせください。

当所労働保険事務組合に労働保険事務を委託している皆様へ
特別加入者　日額変更について

労働保険事務手続代行サービス

このようなお悩み事はありませんか    
　●従業員を雇ったとき、退職したとき、労働保険の手続きをどうしたらよいかわからない   
　●年１回の年度更新や各種手続きのため労働基準監督署やハローワークに手続きするのが面倒だ 
　●役員や事業主、家族従事者に労災事故が起きた場合はどうしたらいいのだろう    

労働者を１人以上雇っている事業所対象

こんなときは、建設業一人親方組合へご加入いただくことで
・労災保険番号が付与されるので、工事現場で組合員証を提示できます
・工事現場でのケガについて、元請会社の労災を使うことなく労災申請ができます
・事業主だけでなく家族従事者（親子・兄弟等）も労災保険に特別加入できます

このようなお悩み事はありませんか    
　●労災保険に加入していなかったため、工事現場に入ることを拒否された    
　●工事現場で仕事中にケガをしたが、一人親方であったため元請会社の労災が使えなかった 
　●息子と二人で建設業をしているが、息子に何かあったときのことが心配だ    

労働者を雇っていない建設業の事業所対象

①３／１５までに手続き

②年度更新処理日までに手続き
　かつ、この間に労災事故＂無し＂

③年度更新処理日までに手続き
　したが、労災事故が発生

令和５年度　日額　５，０００円 令和６年度　日額１０，０００円
△４／１

令和５年度　日額　５，０００円 令和６年度　日額１０，０００円
△４／１ △７月上旬

年度更新処理終了日
この間に事故＂無し＂

令和５年度　日額　５，０００円 令和６年度　日額５，０００円
△４／１ △７月上旬

年度更新処理終了日
この間に事故あり

運営課問 合 せ
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会員のひろば　～今月のキラッと企業～商工会議所情報

■住所：愛知県春日井市八光町2-10-301
■Mail：eine.kluger.frau@gmail.com
■Facebook：https://m.facebook.com/mai.0715
■Instagram：＠catherine84715
■YouTube：https://www.youtube.com/@Forsee-maiasari

Forsee　

「商品力・営業力・見込み客発見力」を磨く営業コンサル
大手企業からの独立は“出会いと別れ”がきっかけでした

営業支援が浅利さんのメインの事
業です。売り上げアップに必要なの
は「商品力・営業力・見込み客発見
力」の3つだと言う浅利さん。商品
力を上げるために商品開発の段階
から助言を行うマーケティングコ
ンサルや営業力に磨きをかけるた
めのオンライン営業研修、クライア
ントの心をつかむための自己紹介
スライド作成の代行など、さまざま
な角度から営業活動を支援してい
ます。ほかには顧客同士をつなぐ
交流会の企画・開催のアシストも。
もともと大手企業で営業職につい
ていた浅利さんが独立したのは

2023年。
所属してい
た青年会
議所で、と
もに活動に

打ち込んでいた仲間が急逝したこ
とがきっかけでした。「悔いのない
人生を送れているだろうか」と自問
自答した末、長年の夢だった独立・
開業を決意。浅利さんは「自分で決
めたことを、次の瞬間には実行で
きる。楽しいです」と笑顔を見せま
す。「営業という仕事を通じて、誰よ
りも多くの人に出会いました。出会
いによって、自分や自分以外の誰
かの人生が変わるところが、営業
の一番の魅力です」。浅利さんの挑
戦は続きます。

今抱えている営業の困りごと、
私が解決します！

■TEL：090-1235-2970
■HP：https://www.layla-himeno.net
■MAIL：info@layla-himeno.net
■YouTube：https://www.youtube.com/@HIME_Magic
■TikTok：https://www.tiktok.com/@layla_hmn0310

プリンセス破天荒「姫-HIME-」

“バズる”ショート動画で人気を集める女性マジシャンが
オーダーメイド・マジックショーをお届けします

春日井市を拠点に出張マジック
ショーなどを行っている姫野さん。
もともとマジックやサーカスが好き
で、マジックバーに通ううちに、自分
で経営することを決意。マジックと
メイドをかけ合わせた業態の飲食
店を開業しようとしましたが、オー
プンが迫っても求人に応募がな
かったため、慌てて自分で披露でき
るマジックを習うことに。なんとか
オープンできたものの、今度は新型
コロナウイルスの流行で店舗の運
営ができない状況になってしまいま

した。そ
こで、メ
インを
出張マ
ジック
に切り
替え、今は忘年会や結婚式、新年会
やクリスマス会などを中心に、さま
ざまな場所でショーを披露していま
す。最近はYouTubeやTikTokで、
小さい子どもにもマジックに親しん
でもらえるショート動画の制作に力
を入れています。目標は市内の小学
校、中学校、高校など、全ての学校で
マジックを披露する公演を行うこ
と。そして生まれ育った春日井の魅
力を発信する春日井広報大使とし
て活動するのが夢だそう。今後は一
つでも多くバズる動画を配信して、
地域の老若男女から愛されるマジ
シャンを目指します。

合言葉は「ひめマジ～☆」
子どもから大人まで楽しませます

TikTokYouTubeHP

YouTubeInstagramFacebook

これからの会社の未来に向けて＜事業承継相談＞
（有）章栄電気　代表取締役　吉田　章　氏

　弊社は前並町で電気工事業を親子２人で営
んでいます。そろそろ会社を息子に譲る時期と
考えていた中で、商工会議所で実施していた
『事業承継相談会』に参加しました。相談会で
は、愛知県事業承継・引継ぎ支援センターの担
当者と会議所職員との面談を行い、自社の状況
など話をしながら、これからどのように事業承
継を進めていけばいいか相談したところ、事業
承継に係る解決すべき課題の洗い出しや事業
承継計画の策定についてアドバイスを頂きま
した。
　アドバイスを踏まえて、今後引継ぎ支援センターの専門家派遣を活用しながら、事業承継計画の
策定準備を始めていくことになり、次世代へのバトンタッチに向けて動き出すことができました。

　会議所では、公的機関である『愛知県事業承継・事業引継ぎ支援センター』等と連携した事業承継
支援を行っております。事業所様とのヒアリングを通じて、スムーズな事業承継に繋がるようサ
ポートしてまいりますので、ぜひご相談ください。

会議所からのひとこと

会員の声 利用してます会議所!
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労務管理のことなら何でもお気軽に 
ご相談下さい。ご相談は無料です 

 
フジサワ労務管理事務所 

特定社会保険労務士 藤澤昭一      
住所：〒486-0947 春日井市知多町 2-34-8 

労務に関する助成金申請と勤怠管理・ 
給与計算システム導入はお任せ下さい 

TEL&FAX :(0568)36-2351 
Eメール：sfujisawa@mvb.biglobe.ne.jp 
URL：https://fujisawa-sr.jbcsite.com 
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女性会だより
春日井商工会議所女性会

担当　広報委員会

『３０周年』

広報委員会　東端　実紀代

　令和５年１１月に開店３０周年を迎える事が出来
ました。これもひとえにご来店頂いたお客様をはじ
め、店や私に関わる全ての方々のおかげだと心より
感謝しております。思えば３０年前バブル崩壊の頃、
こんな時に店を？と言われましたが、こんな時こそ癒
しの空間そして安心安全な店をとの想いに両親や仲
間の助けもあり、こだわりの詰まった店を開店する
事が出来ました。紆余曲折を経ての３０年、その中で
も２つの転機が私を成長させてくれたと思います。
　１つは女性会入会。きっかけは母と同じ「きみ子」
という芯の強い素敵な方からのお誘いで、母と同じ
名に勝手に親近感を抱き入会を決めました。年齢も
職種もいろいろですが沢山の仲間に出会い、いろん
な経験を積むこともでき更に心友が出来た事は一番
の財産です。そしてもう１つの転機は、息子が「店を
継ぎたい」と　言ってくれた事です。寝耳に水でした
が反面嬉しい気持ちもあり複雑な思いでしたが、私
の心配をよそに息子の成長は著しく、今では息子に
こき使われている感じです（笑）。
　この先も「笑う門には福来る」笑顔でお客様をお
迎えして生涯現役を目指します。

4月総会   ４月17日（水）1０:３0～
　　　　  通常会員総会

3月例会   ３月１４日（木）１１：００～
　　　　　一宮女性会との交流会

今後の行事予定

会員交流委員会
㈱ STUDIO Life　（株）水野　貴代

活動報告

今月号の会員は

和食茶房　さくら　東端　実紀代さんです

Q1.女性会に望む事は何ですか？
　優しさ
Q2.女性会で何をやってみたいですか？
　年齢関係なく独身者が集まる「友活」イベント

女性会では、随時会員を募集中です!
入会資格：春日井商工会議所の会員事業所の女性経営者またはこれに準ずる方

私たちは、「起業女子」「経営承継女性」
「経営者を支える女性」を応援します

春日井商工会議所女性会 検 索

　１２月１２日、１２月例会『懇親会だよ。全員
集合！！～歌って、踊って、年忘れ～』をホテル
プラザ勝川にて開催いたしました。
　会員交流委員会にて準備進行。内容は、委
員会対抗カラオケ大会、プレゼント交換会を
行いました。テーマは『キラキラ』。皆様、キラ
キラしたアイテムを身に着けて参加、会場が
華やいでいました。カラオケ大会では、歌って
踊っての大合唱！大いに盛り上がり笑顔沢山
の会となりました。
　大先輩の皆様の経験豊富なアドバイス、担
当副会長の優しい気遣い、準備からしっかり
リーダシップをとってくださった委員長、司会
進行の副委員長、絶妙な時間配分できっちり
時間内にお開きに。会の準備が進むにつれ、
女性会の活動指針『リーダーとして、凛と信を
もって連帯し、平和で心豊かな社会を築きま
しょう』に少しずつなってくるのかなと思いま
した。私の好きな言葉でもあります。
　来期は、新しい組織になりますが、お会いす
る頻度が減っても、今期、築いた連帯・絆を大
切に日々精進していきたいと思いました。ご協
力、ご参加くださった皆様ありがとうございま
した。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお
願いいたします。
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春日井商工会議所青年部

　１月定例会を、１月２０日（土）にグリーンパレスにて
開催しました。
　本定例会は来年度４５周年を迎える準備として、改め
て青年部活動の根幹について考えるため企画しました。
普段定例会等で唱和している青年部の基本理念や綱領
の意味を改めて考え整理し、新たな中長期ビジョンの案
を共有することを目的としました。　　
　内容としては、初めに基本理念等を解説しこれまでの
青年部の取組とビジョンの重要性をメンバーと共有し、
新しい中長期ビジョン案を会長より書初めしていただ
きました。
　また、春日井ＹＥＧ中長期ビジョンの中間発表とし
て「まちを共創するＣＯＲＥとなる」というテーマを共
有させていただきました。今までの青年部活動の振り
返りやヒアリング会などを経て、青年部のありたい姿
の要素を一つの言葉にまとめたものが「まちを共創す
るＣＯＲＥとなる」というものです。会員が自己研鑽を
行い、会員企業が発展していくことで、我々自身がまち
を共創するＣＯＲＥとなるということ、我々が地域の
青年経済人の集まりであることを意識して研鑽や人間
性の向上、組織づくりに努めるとともに、それを我々の
強みとして発信しまちを共創するＣＯＲＥとなるとい
うこと、春日井まつり、職業講話会、コア事業などの地域貢献事業を行い、関係各所を巻き込みながら
まちを共創するＣＯＲＥとなるということにより、４５周年に向けてビジョンの策定や記念事業等
の準備をさせていただきたいと思っております。
　これからさらにメンバーや皆様のご協力をいただく必要があると思っております。至らない点も
多々あるかと思いますが、今後ともよろしくお願いいたします。

青 年 部 だ よ り
想いを紡ぎ、未来へ～くらいつけ！輝けるステージがここにある～

ビジョン共創委員会
副委員長

浅野　龍一
(有)浅野塗装
【２０17年度入会】

塗装工事全般
事業内容

新入会員募集

春日井商工会議所青年部 検 索

春日井商工会議所青年部とは
私たち青年部は、明日を担う若き企業家集団です。春日井市
内を中心に若手経営者が集まり定例会や講演会、異業種交
流や経営セミナーなど、様々な活動を通じて自己研鑽をす
ることにより各事業所の活性化・繁栄に活かしています。
春日井商工会議所青年部への加入や活動に興味
のある方は、事務局までお問合せください。

令和５年度1月定例会

「くらいつけ！私たちの青年部、私たちのビジョン発表会」
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員会対抗カラオケ大会、プレゼント交換会を
行いました。テーマは『キラキラ』。皆様、キラ
キラしたアイテムを身に着けて参加、会場が
華やいでいました。カラオケ大会では、歌って
踊っての大合唱！大いに盛り上がり笑顔沢山
の会となりました。
　大先輩の皆様の経験豊富なアドバイス、担
当副会長の優しい気遣い、準備からしっかり
リーダシップをとってくださった委員長、司会
進行の副委員長、絶妙な時間配分できっちり
時間内にお開きに。会の準備が進むにつれ、
女性会の活動指針『リーダーとして、凛と信を
もって連帯し、平和で心豊かな社会を築きま
しょう』に少しずつなってくるのかなと思いま
した。私の好きな言葉でもあります。
　来期は、新しい組織になりますが、お会いす
る頻度が減っても、今期、築いた連帯・絆を大
切に日々精進していきたいと思いました。ご協
力、ご参加くださった皆様ありがとうございま
した。今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお
願いいたします。
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春日井商工会議所青年部

　１月定例会を、１月２０日（土）にグリーンパレスにて
開催しました。
　本定例会は来年度４５周年を迎える準備として、改め
て青年部活動の根幹について考えるため企画しました。
普段定例会等で唱和している青年部の基本理念や綱領
の意味を改めて考え整理し、新たな中長期ビジョンの案
を共有することを目的としました。　　
　内容としては、初めに基本理念等を解説しこれまでの
青年部の取組とビジョンの重要性をメンバーと共有し、
新しい中長期ビジョン案を会長より書初めしていただ
きました。
　また、春日井ＹＥＧ中長期ビジョンの中間発表とし
て「まちを共創するＣＯＲＥとなる」というテーマを共
有させていただきました。今までの青年部活動の振り
返りやヒアリング会などを経て、青年部のありたい姿
の要素を一つの言葉にまとめたものが「まちを共創す
るＣＯＲＥとなる」というものです。会員が自己研鑽を
行い、会員企業が発展していくことで、我々自身がまち
を共創するＣＯＲＥとなるということ、我々が地域の
青年経済人の集まりであることを意識して研鑽や人間
性の向上、組織づくりに努めるとともに、それを我々の
強みとして発信しまちを共創するＣＯＲＥとなるとい
うこと、春日井まつり、職業講話会、コア事業などの地域貢献事業を行い、関係各所を巻き込みながら
まちを共創するＣＯＲＥとなるということにより、４５周年に向けてビジョンの策定や記念事業等
の準備をさせていただきたいと思っております。
　これからさらにメンバーや皆様のご協力をいただく必要があると思っております。至らない点も
多々あるかと思いますが、今後ともよろしくお願いいたします。

青 年 部 だ よ り
想いを紡ぎ、未来へ～くらいつけ！輝けるステージがここにある～

ビジョン共創委員会
副委員長

浅野　龍一
(有)浅野塗装
【２０17年度入会】

塗装工事全般
事業内容

新入会員募集

春日井商工会議所青年部 検 索

春日井商工会議所青年部とは
私たち青年部は、明日を担う若き企業家集団です。春日井市
内を中心に若手経営者が集まり定例会や講演会、異業種交
流や経営セミナーなど、様々な活動を通じて自己研鑽をす
ることにより各事業所の活性化・繁栄に活かしています。
春日井商工会議所青年部への加入や活動に興味
のある方は、事務局までお問合せください。

令和５年度1月定例会

「くらいつけ！私たちの青年部、私たちのビジョン発表会」



各所情報 各所情報

障害者差別解消法が改正され、
令和６年４月１日から障がいのある人への合理的配慮の提供が

事業者にも義務化されます！

■障がいを理由とする差別に関する相談窓口■
①自治体・各府省庁等の相談窓口
　お住まいの地域や事業を営んでいる地域の自治体、各府省庁等に直接、質問・相談が可能です。
②「つなぐ窓口」　
　障害者差別解消法に関する質問に対する回答や相談事案を適切な自治体・各府省庁等の相談窓口
につなげる窓口を設置しています。（試行期間：令和７年３月下旬まで）

問 合 せ 春日井市　障がい福祉課　ＴＥＬ　８５－６１８６　　ＦＡＸ　８４－５７６４

電話相談：０１２０－２６２－７０１　１０：００－１７：００　
週７日（祝日・年末年始除く）

メール相談：ｉｎｆｏ＠ｍａｉｌ．ｓａｂｅｋａｉ－ｔｓｕｎａｇｕ．ｇｏ．ｊｐ

サボテン料理をこのまちのご当地グルメに！
　食用サボテンは、夏が旬の健康食材。独特の食感、酸味や粘り
が料理を引き立てます。
〇サボテンをツールに、このまちの新たなつながりを作りたい
〇サボテンをツールに、このまちの面白さ・楽しさ、にぎわいを作りたい
　この思いのもと、市内飲食店とともに「サボテングルメプロ　　
ジェクト」を進めています。

サボテングルメ　春日井市内に拡大中！
　２０２３年はサボテンを実際に味わう試食会から始まり、
各店でのグルメ開発、市内を巡るスタンプラリーやイベント出展と
グルメを広げる取り組みを進めてきました。
その結果、９店舗だったサボテングルメ取扱店が２９店舗に！
２０２４年もさらに活動を広げていきます。

　サボテン料理の開発、イベント・周遊企画
などに参加しませんか。
詳しくは、市のホームページをご覧ください。
問　合　せ　春日井市　経済振興課　ＴＥＬ　８５－６２４４

「サボテングルメプロジェクト」に参加する飲食店を募集します（一社）春日井市観光コンベンション協会からのお知らせ

　春日井市で、「剣道の甲子園」と言っても過言ではない大会が毎年開催されている事をご存じ
でしょうか⁈今年は、数年ぶりに一般入場も可能になり、ＪＲ春日井駅から無料シャトルバスが
運行されます！高校剣士の熱き戦いを観戦しませんか？

第33回全国高等学校剣道選抜大会開催

（一社）春日井市観光コンベンション協会　
ＴＥＬ　８１－４１４１（春日井商工会議所内）

問 合 せ

お店のPRに お客さんとの
 話題作りに

新しい食材への
チャレンジに

新規顧客の
獲得に

市内飲食店との
つながり作りに

開 会 式
競 技
閉 会 式
場 所

３月２６日（火）１６：３０～
３月２７日（水）・２８日（木）両日とも９：００～
３月２８日（木）１５：００～（予定）
春日井市総合体育館　（春日井市鷹来町４１９６番地３）
※入場にはチケットが必要です。（有料）
詳細は大会公式サイトを参照ください。

大会公式サイト

　ハローワークインターネットサービスとは、パソコンをはじめスマートフォンやタブレットなどでハロー
ワークが掲載する求人情報を検索・閲覧できるサービスのことを言います。２０２０年１月からサービスが拡
充され、より多くの機能が利用できるようになりました。

ハローワークの求人はオンライン上で全国に公開され、スマホで簡単に閲覧できます
　「求人者マイページ」を開設すると、会社にいながらにして求人の申込みや内容の確認、変更、求人の取消、
応募者の管理などをすることができます。
　さらに、求職者情報の検索や直接リクエストと言って、求職者に御社の求人票を直接送付することができ
ます。求職者もハローワークの窓口を利用することなくスマホやタブレットで全国の求人が閲覧でき、求人
情報を収集することができるので、これまで以上に多くの求職者に見てもらうことができます。
　ハローワークは、オンラインサービスの拡充でより快適に利用できるようになっています。
　ぜひこの機会にハローワークインターネットサービスを活用して求人の申込みをお願いします。

ハローワークインターネットサービスをご活用ください

問　合　せ　ハローワーク春日井　企業支援部門　ＴＥＬ　８１－５１６７
　　　　　　８：３０～１７：１５（土曜・日曜・祝日、年末年始除く）
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今月の
デジタル推進課

　当所では、当所会員であれば「いつでも」「どこでも」「何度でも」インターネット上
でセミナーを視聴できるサービスを実施しています。著名人の講演や、期間限定配
信などを含め、経営や労務、税務・経理、法律、人材育成、健康・ライフスタイルなど、
様々なセミナーを配信しています。
　４月は、社員が新しく入る、部署の移動があるなど、多数の企業が新年度になりま
す。３月中にマナーの振り返りを行う、補助金の情報を確認するなど、４月からの仕
事に備えていただくと、スムーズな新年度を迎えていただけるのではないかと思いま
す。その１つの手段として、社内でＷＥＢセミナーサービスをぜひご活用ください。
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春日井
建設業・自動車運転業に従事する方や
医師に時間外労働の上限規制が適用されます！

会員のひろば
プリンセス破天荒｢姫-HIME-｣

春日井商工会議所入会のご案内
～あなたの「やりたい！」「知りたい！」にお応えします～
□ 資金繰りなど経営について気軽に相談したい
□ 社員のスキルアップのための研修をうけたい
□ 新たに取引できる会社を見つけたい
□ 同じ悩みを持つ経営者、異業種の経営者と
交流したい等、お気軽にご相談ください！

問合せ　運営課

公式SNS登録キャンペーン中！
今なら友達追加・フォローにて抽選でノベルティプレゼント！

Facebook

春日井商工会議所公式SNS

会議所事業、補助金・助成金、お役立ち情報を発信中！

問 合 せ　経営支援課

定価　一部110円（税込）
（会員は会費に含まれます）

無
料
専
門
相
談

毎週水曜日

（要予約）

（要予約）

金融（日本公庫担当者）

金融（保証協会担当者）

経営（中小企業診断士）

税務（税理士）

補助金活用（中小企業診断士）

春日井そだち（古紙回収）
事業系古紙無料で回収します!
3月8日(金)・22日(金)

午前中に回収拠点にお持ちください

２５日

（要予約）
毎週金曜日

10：00～12：00

13：30～16：00

13：30～16：00

13：00～16：00

時 間相談（相談員）

その他相談（労務・事業承継・特許・登記・法律・海外販路開拓（オンライン）等）もお問合せください。（随時要予約）

3月行事予定表

金利 (1.20%・2/1現在)
上限 2,000万円
ぜひご利用ください

マル経融資制度

一切不要保証人 担保 保証料

事業承継
現経営者から後継者への
事業のバトンタッチ

後継者はお決まりですか？
ご相談はお早めに ！

１８日

１１日

9：30～12：00・13：30～16：00

４月

1日・5日・11日

21日

14日

3 月

日 曜日 内容
KASUGAI産学交流プラザ講演会
ビジネスプラン発表会
決算申告指導会
就職フェア
新会員交流会（過去参加者限定）
正副会頭会議
決算申告指導会
KASUGAI産学交流プラザ視察見学会
動画制作セミナー
ワンランク上を目指す！若手社員のためのビジネススキル向上セミナー
通常議員総会
建設・不動産業部会正副部会長会
税制改正・中小企業支援施策説明会
春日井市からの要望書回答

金
土
月

火

木

金
火
水
木
金
月
火

1
2
4

5

7

8
12
13
14
15
18
26
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